
 

 

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 

病棟等建替整備事業寄附受入要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（目的） 

 第１条 この要領は、独立行政法人国立病院機構大阪医療センター（以下｢当院｣という。）の病棟等

建替整備事業寄附金等に対する会計経理について適正を期することを目的とする。 

  

（定義） 

 第２条 当院の病棟等建替整備事業に充てることを目的とした寄附を病棟等建替整備事業寄附金等と

いう。 

 

（病棟等建替整備事業寄附金等受入れの条件） 

 第３条 当院は、病棟等建替整備事業に係る寄附をしようとする者が次の各号に掲げる条件を付した

ときは、当該寄附を受け入れることができない。 

一  寄附により当院が取得した財産を無償で寄附者に譲渡または貸与すること 

二  病棟等建替整備事業寄附金等の使用について、寄附者がその会計を検査すること 

三  前各号に掲げるもののほか、病棟等建替整備事業に係る寄附をしようとする者が当院に対してそ

の他の反対給付を求めること 

四  病棟等建替整備事業に係る寄附の申込み後に、寄附者の意思により、病棟等建替整備事業寄附金

等の全部または一部を取り消すことができるもの 

 

２  前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものは受け入れてはならない。 

一 寄附金品の受け入れに伴い、当院の経費支出が著しく増大するおそれのあるもの 

二  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号

に掲げる者からの寄付 

三  反社会的勢力からの寄附 

四 病棟等建替整備事業に係る寄附をしようとする者の社会的な立場や信用に問題のあるもの 

五 その他院長が適当でないと認めるもの 

 

（病棟等建替整備事業寄附金等の受入れ） 

第４条 院長は、別紙１に定める病棟等建替整備事業寄附申込書により、寄附の申し込みを受けるもの

とする。 

 

２ １００万円以下の病棟等建替整備事業に係る寄附の場合、寄附申込者より以下の情報の提供があっ

たときは、別紙１病棟等建替整備事業寄附申込書に代えることができる。 

一 寄附申込者の氏名、住所、連絡先 

二 寄附金額 

三 第３条第１項各号、並びに第２項第２号及び第３号に該当しない旨の確認 

四 寄附による寄附申込者の氏名の公開の可否の確認 

五 第７条にかかる銘板の寄附申込者の氏名の公開の可否の確認 

 

３ 院長は、病棟等建替整備事業に係る寄附を受け入れることが適当でないと認めたときは別紙２に定

める病棟等建替整備事業寄附辞退書を寄附申込者に送付するものとする。 

 

４ 寄附申込者が寄附金を支払った後に、その寄附申込者が第３条に該当することが判明した場合は、

その寄附申込者に対し病棟等建替整備事業寄附辞退書を送付し、病棟等建替整備事業に係る寄附を返還



 

することができる。 

 

（病棟等建替整備事業寄附金等の受領） 

第５条 院長は、病棟等建替整備事業寄附金等を受領したときは、寄附者に対し別紙３に定める病棟等

建替整備事業寄付金受領書を送付するものとする。 

 

２ 寄附金は、当院銀行口座内で管理するものとする。 

 

（寄附者への報告） 

第６条 前条第１項及び第２項の病棟等建替整備事業寄附金等を使用した事業が終了したときは、概ね

年度末に寄附者へ報告するものとする。ただし、当院のホームページ上で公開することをもって代える

ことができるものとする。 

 

（銘板掲載） 

第７条 病棟等建替整備事業寄附金等額が１０万円以上の個人、法人、団体は、新棟開設時に「国立病

院機構大阪医療センター病棟等建替整備事業寄附者銘板」（仮称）に芳名を刻み、顕彰するものとする。 

 

２ 前項に基づき顕彰する場合は、予め寄附者にその可否を確認のうえ、実施するものとする。 

 

（その他） 

第８条 寄附金品に係る会計経理については、この要領に定めるもののほか、国立病院機構会計規程（平

成１６年４月１日規程第３４号）その他独立行政法人国立病院機構の関係諸規程の定めるところによ

る。 

 

 附   則 

（施行期日） 

この要領は、平成３０年７月２４日から施行する。  

この要領は、平成３０年１２月６日から施行する。 

この受領は、令和４年１０月１１から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ 

 

令和  年  月  日 

独立行政法人国立病院機構 

大阪医療センター院長 殿 

 

                     寄附申込者 

                      〒    －    

                     住 所 

                     氏 名                ㊞ 

                     電話番号 

                       (法人にあっては法人名、職名、氏名) 

 

 

病 棟 等 建 替 整 備 事 業 寄 附 申 込 書 

 

 

裏面の事項を確認のうえ、下記のとおり国立病院機構大阪医療センターに寄附します。 

 

 

記 

 

 

 一 寄附の目的  国立病院機構大阪医療センター病棟等建替整備事業に係る寄附 

 

二 寄附金品の名称、数量及び価格                  

 

  金銭にあっては寄附金額     金             円 

 

 三 寄附予定日  令和   年   月   日 

 

 四 寄附の方法   

           

 五 その他 

 

 

 

 

備考 

 １．「四 寄附の方法」については、金銭の金融機関振込、寄附金品の現物寄附等ご寄附いただく 

  方法をご記入ください。 

 ２．ご寄附に条件等がございます場合には、「五 その他」にご記入ください。 

 



 

 

別紙 1-2 

 

 

              （お な ま え） 

１． 確認事項  私、            は 
 
           □当該寄附により当院が取得した財産について、無償で譲渡又は貸与を希望しません。 

□当該寄附により当院が取得した財産の使用について、会計を検査することはありま 

せん。 

□当該寄附により反対給付を求めることはありません。 

□当該寄附の申し後に、寄附金等の全部又は一部を取り消すことはありません。 

□暴力団員等の反社会的勢力には該当しません。 

 

 

 

 

 

 

２．当院のホームページにご芳名の掲示     同意する ・ 同意しない 

 

 

３．院内銘板にご芳名の掲示        同意する ・ 同意しない 

 ※寄付金額１０万円以上の場合 

 
  

※２．３．のご芳名について、法人名をご芳名とすることは出来かねるため、個人名の掲示となる旨ご了承願います。

ただし、個人名の前に所属や役職の掲示を希望される際には４．その他にその旨をご記入ください。また、表面の寄

附申出者に記載の氏名以外の名前にてホームページ及び銘板の掲示を希望される場合にも、以下にご希望の氏名をご

記入下さい。 

 

 

４．その他                           

 

 

 

 

 

※確認後、□欄にレ点

をお願いします。 



 

別紙２ 

 

令和  年  月  日 

 

 

寄附申込者 

住所氏名（名称・代表者）殿 

 

 

                       独立行政法人国立病院機構 

                          大阪医療センター院長  ㊞ 

 

 

病 棟 等 建 替 整 備 事 業 寄 附 辞 退 書 

 

 

 令和  年  月  日貴殿より当院に対し、ご寄附のお申し込みを賜りましたことに深く感謝い

たします。 

 さて貴殿からお申し込みを賜りましたご寄附につきましては、貴殿のご厚意に対し甚だ恐縮ではご

ざいますが、謹んでご辞退申し上げますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙３ 

 

令和  年  月  日 

 

 

寄附申込者 

住所氏名（名称・代表者）殿 

 

 

                       独立行政法人国立病院機構 

                          大阪医療センター院長  ㊞ 

 

 

建 替 等 整 備 事 業 寄 附 受 領 書 

 

 

 令和  年  月  日貴殿より当院に対し、ご寄附のお申し込みを賜りましたことに深く感謝い

たします。 

 お申し込みを賜りました下記の寄附につきましては、令和  年  月  日下記のとおり受領い

たしましたことをここに証します。 

 

 

記 

 

 

寄附金の名称、数量及び価格（金銭にあっては、金額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

 国立病院機構は税制で定めのある「特定公益増進法人」（独立行政法人通則法第２条第１項に規定す

る独立行政法人）です。 

 

 


